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対
策
・
改
善
の
後
回
し
を
許
さ
な
い

人
事
担
当
課
に
よ
る
頻
繁
な
介
入

　
定
数
削
減
と
業
務
量
の
増
加
︱
。ど
こ
の
自
治
体
に
も
共
通
す
る
こ
の
状
況
を
放
置
す

れ
ば
、残
業
が
野
放
図
に
増
え
る
の
は
当
然
の
帰
結
だ
が
、盛
岡
市
で
は
、職
員一人
当
た
り

の
時
間
外
勤
務
時
間
数
を
横
ば
い
に
抑
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。そ
の
取
組
内
容
を
紹

介
す
る
。

年
度
初
め
に
時
間
外
勤
務
の	

縮
減
目
標
を
職
員
課
に
提
出

　
盛
岡
市
の
時
間
外
勤
務
縮
減
は
、
各
所

属（
多
く
の
場
合
、課
）単
位
の
取
り
組
み

が
基
本
と
な
る
。

　
各
所
属
長
は
年
度
初
め
に「
時
間
外
勤

務
縮
減
取
組
計
画
」（
以
下
、
計
画
）を
策

定
し
、「
時
間
外
勤
務
縮
減
取
組
計
画
進

行
管
理
表
」（
以
下
、
進
行
管
理
表
）と
と

も
に
総
務
部
職
員
課
に
提
出
す
る（
資

料
）。

　
計
画
に
は
、以
下
の
２
点
を
記
入
す
る
。

◦
所
属
全
体
の
、
当
年
度
の
時
間
外
勤
務

時
間
数
の
目
標
。
お
よ
び
前
年
度
実
績

か
ら
の
縮
減
率

◦
前
年
度
の
時
間
外
勤
務
の
主
な
原
因

と
、
今
年
度
の
縮
減
の
た
め
の
具
体
的

取
組
内
容

　
そ
の
ほ
か
、
定
時
退
庁
日
と
定
時
退
庁

週
間
の
設
定
も
記
入
す
る
。
定
時
退
庁
日

は
、
全
庁
共
通
の
毎
週
水
曜
日
以
外
に
週

に
１
日
以
上
、各
所
属
が
設
定
す
る
も
の
。

定
時
退
庁
週
間
も
各
所
属
が
年
に
２
回
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
合
わ
せ
て
独
自
に
設

定
す
る
。
一
方
、
進
行
管
理
表
に
は
、
月

に
よ
る
繁
閑
を
考
慮
し
各
月
の
設
定
時
間

外
勤
務
時
間
数
と
前
年
度
同
月
実
績
と
比

較
し
た
縮
減
率
を
記
入
す
る
。

　
目
標
設
定
の
目
安
と
な
る
の
が
、
職
員

課
が
作
成
し
、
毎
年
度
改
定
す
る「
時
間

外
勤
務
の
縮
減
に
関
す
る
指
針
」で
あ
る
。

指
針
に
は
、
前
年
度
の
時
間
外
勤
務
の
全

庁
の
状
況
、
指
針
の
改
定
趣
旨
、
時
間
外

勤
務
縮
減
に
向
け
た
職
員
各
階
層
の
姿

勢
・
責
務
、
お
よ
び
具
体
的
取
組
内
容
な

ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
令
和
元
年
度
の
指
針
に
は
、

具
体
的
取
組
内
容
と
し
て
、
以
下
の
５
項

目
が
列
挙
さ
れ
、
各
項
目
の
下
に
は
さ
ら

に
詳
細
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

①
時
間
外
勤
務
要
因
の
把
握
及
び
事
務
事

業
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
等
の
推
進

②
効
率
的
な
事
務
執
行
へ
の
取
組

③
計
画
的
な
時
間
外
勤
務
の
徹
底

④
各
部
等
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
取
組

の
推
進
及
び
全
庁
で
の
情
報
共
有

⑤
時
間
外
勤
務
状
況
の
庁
議
へ
の
報
告

　
各
部
で
は
次
長
等
が
中
心
と
な
り
、
こ

れ
を
ベ
ー
ス
と
し
て
具
体
的
対
策
を
検

討
。
各
課
で
は
、
そ
の
検
討
結
果
を
受
け

て
、さ
ら
に
取
組
内
容
を
固
め
て
い
く
。

縮
減
目
標
と
上
限	

超
え
る
見
込
み
な
ら	

事
前
協
議
に

　
図
は
、
全
庁
の
職
員
一
人
当
た
り
時
間

外
勤
務
時
間
数
と
長
時
間
勤
務
と
な
っ
た

職
員
数
の
近
年
の
推
移
を
見
た
も
の
だ
。

一
人
当
た
り
時
間
外
勤
務
時
間
数
は
、
平

成
28
年
度
の
１
４
４・
４
時
間
が
も
っ
と

も
少
な
い（
た
だ
し
こ
の
数
値
は
、
選
挙

や
国
体
な
ど
の
特
殊
要
因
に
よ
る
時
間
増

を
除
外
し
た
も
の
で
あ
る
）。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
、目
標
設
定
の
基
準
は
、

前
年
度
実
績
か
ら
の
縮
減
率
だ
け
で
な

く
、「
一
人
当
た
り
年
間
約
１
４
４
時
間
」

を
下
回
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
基
準
が

前
年
度
実
績
だ
け
だ
と
、
増
加
傾
向
に
歯

止
め
が
き
か
な
く
な
る
ケ
ー
ス
も
出
て
く

る
か
ら
だ
。
指
針
に
は
ま
た
、
時
間
外
勤

務
命
令
の
上
限
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
今

年
度
は
、
改
正
労
働
基
準
法
の
施
行
に
合

わ
せ
、
一
人
当
た
り
月
45
時
間
・
年
間

３
６
０
時
間
と
さ
れ
た
。

　
毎
月
の
設
定
時
間
外
勤
務
時
間
数
と
時

間
外
勤
務
命
令
の
上
限
は
、
単
な
る
目
安

で
は
な
く
、
極
力
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
数
値
目
標
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
超
え
て
、
職
員
に
時
間
外
勤

務
を
命
ず
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、

所
属
長
は
次
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
設
定
時
間
外
勤
務
時
間
を
超
え
る

見
込
み
の
場
合

当
該
月
の
途
中
に
、
前
出
・
進
行
管

理
表
に
理
由
を
記
入
し
て
職
員
課
に

提
出
す
る
。

■
月
45
時
間
の
上
限
を
超
え
る
見
込

み
の
場
合

「
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外
勤
務

に
係
る
事
前
協
議
書
」を
、
原
則
と

し
て
当
該
月
の
前
月
ま
で
に
職
員
課

に
提
出
す
る
。
月
の
途
中
で
45
時
間
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を
超
え
る
見
込
み
の
場
合
は
、30
時

間
を
超
え
た
時
点
で
提
出
す
る
。

　
事
前
協
議
書
に
は
、当
該
職
員
の

業
務
内
容
と
当
該
月
の
時
間
外
勤
務

時
間
数
、さ
ら
に
担
当
部
長
の
意
見

も
記
入
す
る
。

　
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
も
、
書
面
を
職

員
課
に
提
出
し
た
後
、
各
所
属
長
は
、
そ

れ
を
基
に
職
員
課
長
と「
事
前
協
議
」を
行

う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
事
前
協
議
の
結
果
、設
定
時
間
外
勤

務
時
間
や
時
間
外
勤
務
命
令
の
上
限
を
超

え
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
が
、そ
う
な
ら
ず
に
済
む
こ
と
も
結
構

あ
り
ま
す
」と
語
る
の
は
、職
員
課
長
兼
能

力
開
発
室
長
の
立
花
恵さ

と
　
し史
さ
ん
だ
。

庁
議
に
も
報
告
さ
れ
る	

時
間
外
勤
務
の
状
況

　
時
間
外
勤
務
デ
ー
タ
か
ら
当
該
の
職
員

や
係
に
業
務
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
ら
、立
花
さ
ん
は
所
属
長
に
対
し
、

係
内
や
課
内
、
さ
ら
に
は
部
内
で
業
務
の

分
担
や
平
準
化
を
図
る
よ
う
促
す
と
い

う
。
そ
の
結
果
、
設
定
時
間
外
勤
務
時
間

や
時
間
外
勤
務
命
令
の
上
限
を
超
え
な
い

で
済
む
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
少
な
か
ら

ず
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
長
時
間
勤
務
者
が
出

て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
。
月
の
時
間

外
勤
務
時
間
が
30
時
間
、
45
時
間
、
80
時

間
、
１
０
０
時
間
を
超
え
た
職
員
が
出
た

場
合
、
所
属
長
は「
時
間
外
勤
務
の
状
況

報
告
」に
、
超
過
の
理
由
と
今
後
の
見
通

し
、
改
善
方
法
を
記
入
し
職
員
課
に
提
出

す
る
。
長
時
間
勤
務
者
が
出
る
前
も
出
た

後
も
、
所
属
長
に
は
、
そ
の
理
由
と
対
策

を
検
討
し
職
員
課
長
に
示
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
の
だ
。
ま
た
年
度
を
通
し
て
、
全

庁
の
一
人
当
た
り
平
均
時
間
数
以
上
か
つ

総務部職員課長兼能力開発室長
の立花恵史さん

図　1人当たり時間外勤務時間数の推移（上下水道局、市立病院を除く）

（目盛り左）
　　　1人当たり時間数
　　　（通常分）※1

（目盛り右）
■100時間超人数※2
■80時間超人数※2
■45時間超人数※2
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※1　災害、東北絆まつり、国体、選挙等の特殊要因を除く通常分
※2　災害、東北絆まつり、国体、選挙等の特殊要因を含む全体の時間数における人数
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前
年
度
比
10
％
以
上
の
増
で
あ
っ
た
所
属

に
つ
い
て
も
、
職
員
課
長
に
よ
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
が
実
施
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
時
間
外
勤
務
時
間
の
状
況
は
、

毎
月
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
に
よ
り
全
庁
で
共

有
さ
れ
る
の
に
加
え
、
四
半
期
に
一
度
、

市
長
以
下
、
部
長
級
ま
で
が
参
加
す
る
庁

議
に
も
報
告
さ
れ
る
。
部
ご
と
の
前
年
度

実
績
か
ら
の
増
減
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ

と
は
、
各
部
長
に
と
っ
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

で
あ
り
、
時
間
外
勤
務
縮
減
の
取
り
組
み

を
マ
ン
ネ
リ
化
さ
せ
な
い
刺
激
に
も
な
っ

て
い
る
よ
う
だ
。

　
そ
の
ほ
か
、
階
層
別
研
修
に
お
い
て
管

理
職
に
対
し
タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修

や
、
部
下
の
作
業
効
率
向
上
を
狙
っ
た
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
研
修
な
ど
を
実
施

し
て
い
る
。
30
年
４
月
に
は
、
市
長
以
下
、

課
長
級
以
上
の
管
理
職
約
１
７
０
人
が
、

盛
岡
市
役
所
版
イ
ク
ボ
ス
宣
言
で
あ
る

『
モ
リ
☆
ボ
ス
宣
言
』
に
署
名
し
た
。
宣
言

書
は
全
管
理
職
の
デ
ス
ク
付
近
に
掲
示
さ

れ
、
誰
も
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く

り
を
推
進
す
る
姿
勢
を
、
所
属
内
に
明
確

に
示
す
と
い
う
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
一
連
の
取
り
組
み

が
奏
功
し
、
職
員
一
人
当
た
り
の
時
間
外

勤
務
時
間
数
は
、前
述
し
た
28
年
度
の「
最

低
ラ
イ
ン
」を
ほ
ぼ
維
持
し
て
い
る（
Ｐ

17・図
参
照
）。

＊　
＊　
＊

　
時
間
外
勤
務
時
間
縮
減
に
決
め
手
は
な

い
。
業
務
の
平
準
化
や
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
管

理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
見
直
し
、
個
々

の
職
員
の
効
率
的
な
業
務
遂
行
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
対
策
・
改
善
が
必
要
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
対
策
・
改
善
は
、
通

常
業
務
に
追
わ
れ
る
と
、
ど
う
し
て
も
後

回
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
定
数
削
減
の
一

方
で
業
務
量
が
増
大
す
る
な
か
で
は
な
お

さ
ら
だ
ろ
う
。

　
盛
岡
市
の
施
策
は
、
職
員
課
が
各
所
属

長
に
繰
り
返
し
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

対
策
・
改
善
の
後
回
し
を
許
さ
な
い
も
の

と
い
え
そ
う
だ
。

　盛岡市では、長時間勤務者の健康への配慮とし
て「時間外勤務自己チェック票」も運用している。
対象は、月の時間外勤務時間数が、45時間、80時
間、100時間を超えた職員。疲労蓄積度と最近
１カ月の勤務状況に関する設問に答え、両者を
合わせた総合判定で、仕事による負担度を「低
い」「やや高い」「高い」「非常に高い」の４段階で
評価する。80時間、100時間超の場合は、産
業医による面接指導の希望の有無も、この用
紙でチェックする。
　自己チェック票は保健師が確認し、その内
容から産業医面談の前段階として、『こころ
の健康相談員』への相談を勧めることもあ
る。これは、市が外部の精神保健福祉士に
委託しているもので、月２回、相談できる
機会がある。

自己チェック票で
長時間勤務者の健康にも留意

総務部長のデスク近辺に掲示された“モリ☆ボス宣言”宣言書


